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(57)【要約】
【課題】電池で駆動し持ち運び可能な装置で、運転診断
の信頼性を向上させるとともに省電力を図り、装置の利
便性および取扱性をより向上させることができる運転診
断装置を提供する。
【解決手段】電池８で駆動し、挙動検知（加速度）セン
サ５により検知した車両の動作から運転挙動を取得して
、この運転挙動を判定して当該運転を診断する制御部６
を有する、持ち運び可能な装置本体２を備えて、この装
置本体２が車両内の任意場所に設置される。動作検知セ
ンサ５は常時駆動状態にあり、装置本体２が車両内の任
意場所に設置されたことの検知後に、制御部６に動作検
知センサ５から運転挙動の取り込みを開始させて、運転
挙動の判定を行わせる運転挙動取込開始部１２が設けら
れている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池で駆動し、動作検知センサにより検知した車両の動作から運転挙動を取得して、こ
の運転挙動を判定して当該運転を診断する制御部を有する、持ち運び可能な装置本体を備
えて、前記装置本体が車両内の任意場所に設置される運転診断装置であって、
　前記動作検知センサは常時駆動状態にあり、
　前記装置本体が車両内の任意場所に設置されたことの検知後に、前記制御部に前記動作
検知センサからの車両動作の検知に基づき運転挙動の取り込みを開始させて、運転挙動の
判定を行わせる運転挙動取込開始部が設けられている、運転診断装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　車両内の任意場所に設置されて、前記装置本体が着脱自在に装着される設置ホルダと、
前記装置本体が前記設置ホルダに装着されたことを検知するための設置検知機構とを備え
、
　前記運転挙動取込開始部は、前記設置ホルダへの前記装置本体の設置検知後に、運転挙
動の取り込みを開始させて、運転挙動の判定を行う、運転診断装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記装着検知機構は検知スイッチからなり、前記装置本体側にスイッチ本体を、前記設
置ホルダ側に被検知体を有している、運転診断装置。
【請求項４】
　請求項２において、
　前記設置ホルダは複数の種類が設けられて、それぞれ相異なるホルダ識別子を有し、前
記装置本体は、このホルダ識別子を認識するホルダ識別子認識部を有している、運転診断
装置。
【請求項５】
　請求項３において、
　複数の前記被検知体が前記ホルダ識別子を構成している、運転診断装置。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記動作検知センサは、加速度センサ、ジャイロセンサまたはＧＰＳセンサである、運
転診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池で駆動して動作検知センサにより検知した車両の加速度のような動作か
ら運転挙動を取得し、当該運転を診断する運転診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、車両に搭載されたディジタルタコグラフやドライブレコーダなどを使用して
、交通事故の記録を保存するためや運転挙動を解析して運転を診断する運転診断装置が知
られている。
【０００３】
　この運転診断装置の一例として、ドライブレコーダで車両を運転した運転者の運転挙動
に関するデータを取得し、そのデータに基づいて、運転傾向性などを解析して診断する装
置が挙げられる（例えば、特許文献１）。この装置では、動作検知センサとして加速度セ
ンサのほかに各種センサや撮像カメラなどを有しており、複数の車両について各車両で得
られた検知データを外部のパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等で事後処理し、各運転を診
断している。
【０００４】
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　また、電池で駆動し、車両に搭載した加速度センサにより検知した車両の加速度から運
転挙動を取得して、この運転挙動を判定して当該運転を診断する、持ち運び可能な簡便な
装置も知られている（例えば、特許文献２）。この装置では、加速度センサ以外の各種セ
ンサやＰＣ等を省略して、装置内部のマイクロコンピュータ（制御部）で演算処理して運
転挙動を評価する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３２２９２９７号公報
【特許文献２】特許第５２００２２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、装置の電源オンのスイッチ操作を忘れて車両の運転を開始してしまい、運転
挙動を取得できない場合が多く見られるため、装置の利便性および取扱性をより向上させ
るように、スイッチ操作を省略して、常時電源オンで、加速度センサを常時駆動状態にし
ておく装置が想定される。
【０００７】
　しかし、持ち運び可能な装置で加速度センサが常時駆動状態では、車両に取り付けられ
た状態で加速度の変化がある場合と、取り外されて持ち運ばれている状態との区別が困難
な場合があり、運転診断の信頼性が低下する、という問題がある。
【０００８】
　また、電池駆動で常時電源オンの状態では、装置内部で電力消費量が大きいマイクロコ
ンピュータ（制御部）による演算処理を可及的に少なくし、電池の消耗を少なくして省電
力を図る必要もある。
【０００９】
　本発明は、前記の問題点を解決して、電池で駆動し持ち運び可能な装置で、運転診断の
信頼性を向上させるとともに省電力を図り、装置の利便性および取扱性をより向上させる
ことができる運転診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するために、本発明にかかる運転診断装置は、電池で駆動し、動作検知
センサにより検知した車両の動作から運転挙動を取得して、この運転挙動を判定して当該
運転を診断する制御部を有する、持ち運び可能な装置本体を備えて、前記装置本体が車両
内の任意場所に設置される。前記動作検知センサは常時駆動状態にあり、前記装置本体が
車両内の任意場所に設置されたことの検知後に、前記制御部に前記動作検知センサからの
車両動作の検知に基づき運転挙動の取り込みを開始させて、運転挙動の判定を行わせる運
転挙動取込開始部が設けられている。
【００１１】
　この構成によれば、電池で駆動して持ち運び可能であり、運転挙動を取得する動作検知
センサが常時駆動状態にあるので、装置の利便性および取扱性を高くできる。これととも
に、装置本体が車両内の任意場所に設置されたことが検知されるので、装置本体が車両内
に設置された状態と、設置されていない状態との区別が容易となる。また、運転挙動取込
開始部により装置本体の設置検知後に、運転挙動の取り込みが開始されて運転挙動が判定
されるので、制御部における演算を可及的に少なくして、電池の消耗を少なくできる。こ
れにより、電池で駆動し持ち運び可能な装置で、装置本体の設置状態の区別により運転診
断の信頼性を向上させるとともに省電力を図り、装置の利便性および取扱性をより向上さ
せることができる。
【００１２】
　本発明では、車両内の任意場所に設置されて、前記装置本体が着脱自在に装着される設
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置ホルダと、前記装置本体が前記設置ホルダに装着されたことを検知するための設置検知
機構とを備え、前記運転挙動取込開始部は、前記設置ホルダへの前記装置本体の設置検知
後に、運転挙動の取り込みを開始させて、運転挙動の判定を行うことが好ましい。この場
合、装着検知機構により装置本体の設置ホルダへの装着が検知されるので、装置本体が車
両内の設置ホルダに装着された状態と、装着されていない状態との区別が容易となる。
【００１３】
　また、前記装着検知機構は検知スイッチからなり、前記装置本体側にスイッチ本体を、
前記設置ホルダ側に被検知体を有することも好ましい。この場合、装置本体側で設置ホル
ダへの装着を容易に検知することができる。
【００１４】
　さらに、前記設置ホルダは複数の種類が設けられて、それぞれ相異なるホルダ識別子を
有し、前記装置本体は、このホルダ識別子を認識するホルダ識別子認識部を有してもよい
。この場合、設置ホルダの種類を各別に認識できるので、車両の種類によって設置角度が
異なっても、予めこれに応じた加速度データの補正が容易となり、運転挙動を容易に補正
できる。
【００１５】
　好ましくは、複数の前記被検知体が前記ホルダ識別子を構成している。したがって、簡
単な構成で装置本体の設置ホルダへの装着検知および複数の設置ホルダのホルダ識別が容
易にできる。
【００１６】
　また好ましくは、前記動作検知センサは、加速度センサ、ジャイロセンサまたはＧＰＳ
センサである。したがって、運転挙動を容易に取得できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、電池で駆動して持ち運び可能であり、運転挙動を取得する動作検知センサが
常時駆動状態にあるので、装置の利便性および取扱性を高くできる。これとともに、装置
本体が車両内の任意場所に設置されたことが検知されるので、装置本体が車両内に設置さ
れた状態と、設置されていない状態との区別が容易となる。また、運転挙動取込開始部に
より装置本体の設置検知後に、運転挙動の取り込みが開始されて運転挙動が判定されるの
で、制御部における演算を可及的に少なくして、電池の消耗を少なくできる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る運転診断装置を示す斜視図である。
【図２】（Ａ）は、図１の運転診断装置を示す側方から見た分解構成図、（Ｂ）はその組
立状態を示す構成図である。
【図３】図１の運転診断装置を示すブロック構成図である。
【図４】（Ａ）～（Ｃ）は、被検知体（ホルダ識別子）とスイッチ本体とを示す模式図で
ある。
【図５】第２実施形態に係る運転診断装置を示すブロック構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を図面にしたがって説明する。図１は、本発明の第１実施形態
に係る運転診断装置１を示す斜視図であり、図２（Ａ）は、図１の運転診断装置を示す側
方Ｓから見た分解構成図、（Ｂ）はその組立状態を示す構成図である。
【００２０】
　図１のように、本装置１は、持ち運び可能な装置本体２と、装置本体２を収納する凹部
３ａを有する設置ホルダ３とを備えている。設置ホルダ３は、車両内の任意場所、例えば
ダッシュボードＤなどに配置され、装置本体２が設置ホルダ３の凹部３ａ内に着脱自在に
装着される。設置ホルダ３の底面には、両面テープ２４のような固定材（図２）が設けら
れている。運転診断装置１はほぼ直方体の形状であり、図１のようにダッシュボードＤの
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平面部分に設置されているときには装置を寝かせた姿勢となり、垂直部分に設置されてい
るときには装置を立たせた姿勢となる。
【００２１】
　図３に示すように、装置本体２は、例えば車両の加速度のような動作を検知して運転挙
動を取得する加速度センサのような動作検知センサ５、制御部（マイクロコンピュータ）
６、表示部７、および装置に電源を供給する電池８を有する。装置本体２は電池８で駆動
し、常時電源オンの状態にある。また、ともに図示しない警報を報知する報知部、メモリ
および電源スイッチも設けられている。電源スイッチにより、装置本体２を長期間不使用
の場合などに電源オフとされる。
【００２２】
　本装置１は、従来のように各種センサを併用することなく、動作検知センサとして加速
度センサ５のみにより検知した車両の加速度から運転挙動を取得するものであり、制御部
６は、取得された運転挙動に基づいてその判定を演算し当該運転の診断を行うものである
。メモリは診断結果などを記憶する。運転挙動は少なくともブレーキ操作、アクセル操作
およびハンドル操作を含む。
【００２３】
　加速度センサ５は、車両の運転挙動を取得するために、前後、左右、上下の３軸の加速
度のデータ（Ｇ表示）を得るもので、運転挙動のうち例えば急挙動の急アクセル、急ブレ
ーキおよび急ハンドル（３急）の危険挙動や、スムーズな発進、停止のようなスムーズ運
転挙動などを検知する。この加速度センサ５は、電池８から電源が常時供給されて、常時
駆動状態にある。
【００２４】
　なお、この例では、動作検知センサに加速度センサを使用して、車両の加速度によって
運転挙動を取得しているが、これに代えて、例えばジャイロセンサを使用し車両の角速度
によって運転挙動を取得することができるし、ＧＰＳセンサを使用し車両の時間ごとの速
度変化による加速度によって運転挙動を取得することもできる。
【００２５】
　この運転診断装置１はリチウム電池のような電池８を搭載しているので、車両から電源
を供給するための配線が不要であり、取り付け容易で車両内の任意の場所に設置すること
が可能となる。表示部７は、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）や発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）などからなり、診断結果などを表示する。
【００２６】
　前記制御部６は、装置全体を制御するとともに、運転挙動判定部１０を備えている。運
転挙動判定部１０は、運転挙動に基づいて、例えばスムーズ運転および危険運転の連続回
数や平均回数により、安全運転および危険運転などを判定して当該運転を診断する。診断
出力部１１は、この診断結果を出力して、表示部７に表示させ、また危険運転に対して報
知部からアラーム音（警報）を出させる。
【００２７】
　本装置１は、さらに、装置本体２が設置ホルダ３に装着されたことを検知するための装
着検知機構１３と、設置ホルダ３への装置本体２の装着検知後に、制御部６に加速度セン
サ５からの車両の加速度（動作）検知に基づき運転挙動の取り込みを開始させて、運転挙
動の判定を行わせる運転挙動取込開始部１２とを備えている。運転挙動取込開始部１２は
、装置本体２の装着を検知すると、装着検知信号を制御部６に出力し、制御部６は、この
装着検知信号の入力に基づいて、運転挙動の取り込みを開始する。
【００２８】
　図２のように、装着検知機構１３は例えばレバー（リーフ）スイッチのような検知スイ
ッチであり、装置本体２側に設けられたスイッチ本体１４と、設置ホルダ３側に設けられ
た突部のような被検知体１６とを有している。この例では、振動による誤動作やアライメ
ントが許容範囲内であることを前提として、接触型スイッチが使用されている。
【００２９】
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　レバースイッチ１３は、スイッチ本体１４が装置本体２側の支持フレーム１９に取り付
けられており、装置本体２の装着時にスイッチ本体１４のレバー１４ａと対向する位置で
、設置ホルダ３側に上方へ突出する突部（被検知体）１６が形成されている。装置本体２
には、レバー１４ａの下方にガイド部２ａが設けられて、装着時にこのガイド部２ａに沿
って突部１６がガイドされる。
【００３０】
　設置ホルダ３側に被検知体である突部１６が形成されているので、設置ホルダ３に対す
る電源供給を不要として、その構成を簡単にしている。図４に示すように、この例では、
２つのレバースイッチ１３を有し、２個の突部１６（図１）が設けられているが、これは
後述するホルダ識別子１７と兼用するためである。２つのレバースイッチ１３のうちいず
れか１つの検知で装置本体２の装着が検知される。なお、別途設けたホルダ識別子を使用
する場合またはホルダ識別が不用の場合には、１個の突部１６が設けられる。
【００３１】
　図１のように、装置本体２の装着時に、設置ホルダ３に装置本体２をロックして固定す
るロック部２０が設けられている。ロック部２０は、周知構造のものが使用され、例えば
設置ホルダ３側のほぼ正面中央に配置されたボタン２１、および図示しない爪部とボタン
２１を付勢するばねとを有し、装置本体２側にはボタン受け部２２およびロック時に爪部
を係止する図示しない爪係止部を有する。ロック部２０のボタンが押されると、爪部の係
止が係脱されて、ロックが解除される。
【００３２】
　また、図２の装置本体２には、ロック部２０（図では右側）と離間した位置（図では左
側）に係合部２ｂが設けられており、設置ホルダ３の突部１６に隣接して凹所からなる被
係合部１６ａが設けられて、装置本体２の装着時に、係合部２ｂと被係合部１６ａが係合
して、ロック部２０とともに、設置ホルダ３に装置本体２が確実に固定される。これによ
り、設置ホルダ３から装置本体２のずれやこれに伴う装置本体２の振動が防止される。
【００３３】
　装置本体２が設置ホルダ３に装着されるとき、突部１６がガイド部２ｂによりガイドさ
れながら、レバースイッチ本体１４のレバー１４ａを押し上げて、スイッチオンの状態に
なる。このとき、ロック部２０によって装置本体２が設置ホルダ３にロックされて固定さ
れる。ボタン２１が押されてロックが解除されると、装置本体２は設置ホルダ３から脱離
するとともに、スイッチオフの状態になる。装置本体２が設置ホルダ３に装着されていな
いときには、スイッチオフ状態を保持する。
【００３４】
　この例では、検知スイッチとして接触型のレバースイッチを使用しているが、これに何
ら限定されるものではなく、マグネットスイッチやリミットスイッチなどを使用してもよ
い。また、非接触型の光遮断を検知する検知センサ（フォトインタラプタ）などを使用し
てもよい。この場合も、検知センサの投受光器は装置本体２側に配置され、被検知体は設
置ホルダ３側に配置される。
【００３５】
　図１の設置ホルダ３は複数の種類が設けられて、それぞれ相異なるホルダ識別子１７を
有し、装置本体２は、このホルダ識別子１７を認識するホルダ識別子認識部１５を有して
いる。図４のように、この例では、装着検知で使用したレバースイッチ１３を２個設けて
、このホルダ識別に使用しており、レバースイッチ１３は装着検知とホルダ識別を兼用し
ている。
【００３６】
　２個のレバースイッチ１３および２個の突部１６（１７）により、３種類の設置ホルダ
３を識別することができ、ホルダ識別子として２個の突部１７の有無の組み合わせが予め
設置ホルダ３ごとに決められている。例えば、図４（Ａ）のように２個の突部１７をＨ（
有り）、Ｈ（有り）と配置させたものがＮｏ．１、図４（Ｂ）のようにＨ（有り）、Ｌ（
なし）の配置がＮｏ．２、および図４（Ｃ）のようにＬ（なし）、Ｈ（有り）の配置がＮ
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ｏ．３である。ホルダ識別子認識部１５は２個のスイッチ本体１４からの検知入力に基づ
いて、この検知の組み合わせにより、設置ホルダ３を識別する。例えば、スイッチ本体１
４が突部１７のＨ（有り）、Ｈ（有り）を同時に検知したとき、図４（Ａ）のＮｏ．１の
設置ホルダ３と識別される。
【００３７】
　この例では、レバースイッチ１３が装着検知とホルダ識別を兼用しているので、簡単な
構成で装置本体２の設置ホルダ３への装着検知および複数の設置ホルダのホルダ識別が容
易にできる。
【００３８】
　なお、ホルダ識別子として突部１７を３個以上設けてもよく、その有無の組み合わせの
数を多くすることにより、多種類の設置ホルダ３を識別することができる。
【００３９】
　こうして、車両に取り付ける設置ホルダ３を識別することにより、車両の種類を認識す
ることができる。車両の種類によって、設置ホルダ３の取り付け場所が異なり、その設置
角度も異なる場合があるため、車両の種類ごとに装置本体２内の加速度センサ５からの加
速度データを補正して、運転挙動を補正する必要があるが、予めホルダ３を識別して、装
置の設置角度がわかっているとき、加速度データの補正が容易となる。これにより、設置
ホルダ３の種類を各別に認識できるので、車両の種類に応じた運転挙動の補正を容易にで
きる。
【００４０】
　図５は、第２実施形態に係る運転診断装置１を示すブロック構成図である。第１実施形
態では、接触型のレバースイッチを使用し、ホルダ識別を装着検知と兼用にして、その組
み合わせで行っているが、第２実施形態では、両者を兼用とせず、ホルダ識別を装置検知
と別途設けている。その他の構成は、第１実施形態と同様である。
【００４１】
　例えば、ホルダ識別子として、上記したような接触型のほかに、バーコードやＩＣカー
ドなどの非接触型も使用される。この場合においても、装置本体２側に読取装置が配置さ
れ、設置ホルダ３側にバーコードやＩＣカードなどが配置される。
【００４２】
　以上のように、本発明では、電池で駆動して持ち運び可能であり、運転挙動を取得する
動作検知センサが常時駆動状態にあるので、装置の利便性および取扱性を高くできる。こ
れとともに、装置本体が車両内の任意場所に設置されたことが検知されるので、装置本体
が車両内に設置された状態と、持ち運ばれている途中で設置されていない状態との区別が
容易となる。また、運転挙動取込開始部により装置本体の設置検知後に、運転挙動の取り
込みが開始されて運転挙動が判定されるので、制御部における演算を可及的に少なくして
、電池の消耗を少なくできる。これにより、電池で駆動し持ち運び可能な装置で、装置本
体の設置状態の区別により運転診断の信頼性を向上させるとともに省電力を図り、装置の
利便性および取扱性をより向上させることができる。
【００４３】
　各実施形態では、装着本体２が装着される設置ホルダ３が設けられているが、この設置
ホルダ３を省略してもよい。この場合、装置本体２は直接、両面テープやマジックテープ
（登録商標）のような固定材により車両内のダッシュボードＤのような任意場所に貼り付
けられて設置される。装置本体２が直接設置されたことの検知は、例えば、装置本体２の
設置角度が既知であれば、その設置状態を加速度センサにより検知して行うことができる
。
【００４４】
　その他、装置本体２の直接設置の検知方法としては、エンジンスタート時におけるキー
の認証電波や、車両情報（車速、回転数、燃料使用量など）などの電波を使用して車両を
識別して、装置本体２の設置検知を行うことができる。また、各車両内に特有の光や音な
どが存在する場合には、これらを検知することによって車両を識別することもできる。
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【００４５】
　なお、各実施形態では、設置ホルダ３の種類を各別に識別しているが、必要に応じてホ
ルダ識別を省略してもよい。
【００４６】
　また、運転診断装置１に通信機能をもたせて、運転挙動の診断出力や識別した設置ホル
ダ３の種類などを通信できるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００４７】
１：運転診断装置
２：装置本体
３：設置ホルダ
５：動作検知センサ（加速度センサ）
６：制御部
８：電池
１０：運転挙動判定部
１２：運転挙動取込開始部
１３：装着検知機構（検知スイッチ）
１４：スイッチ本体
１５：識別子認識部
１６：被検知体
１７：ホルダ識別子

【図１】 【図２】
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【図５】
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